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国立大学法人岡山大学固定資産管理規程

平成１６年４月１日

岡大規程第３０号

改正 平成１８年９月１２日規程第７６号

平成２０年３月３１日規程第５１号

（目的）

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学会計規則（平成１６年岡大規則第１８号。以

下「規則」という。）に基づき，国立大学法人岡山大学（以下「法人」という。)の固

定資産及びその他の物品について，その取得，維持保全，処分等（以下「管理」とい

う。）に関する基準を定め，適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

（適用範囲及び他の規程との関係）

第２条 固定資産及びその他の物品の管理については，別に定めがある場合を除き，この

規程の定めるところによる。

（固定資産の定義）

第３条 この規程において「固定資産」とは，事業の用に供する目的をもって所有する次

の各号に定める有形固定資産及び無形固定資産をいう。

一 有形固定資産は，建物，建物附属設備，構築物，機械及び装置並びにその他の附属

設備，工具・器具及び備品，船舶及び水上運搬具，車両その他の陸上運搬具で取得価

格が５０万円以上のもの，並びに図書，美術品・収蔵品（標本を含む），土地，建設

仮勘定及びその他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属さないものをいう。

二 無形固定資産は，特許権，借地権，地上権，商標権，実用新案権，意匠権，鉱業権，

漁業権，ソフトウエアその他これらに準ずる資産をいう。

２ 図書の管理については，別に定める取扱要項による。

（その他の物品の定義）

第４条 この規程において「その他の物品」とは、耐用年数が１年以上の物品（図書及び

美術品・収蔵品は除く。）で１個又は１組の取得価格が１０万円以上５０万円未満のも

のとする。

２ 前項に規定するその他の物品であっても，管理台帳を設けるなど固定資産に準じた取

扱を行うものとする。

（借用資産）

第５条 法人が借用する固定資産については，この規程を準用する。

（固定資産の管理統括）

第６条 財務・施設担当理事は，次の各号に掲げる固定資産の管理統括を行う。

一 固定資産の登記・登録に関すること。

二 国立大学法人法施行規則（平成１５年文部科学省令第５７号。以下「施行規則」と

いう。）で定める重要な財産の譲渡又は担保の提供に係る認可申請に関すること。

三 固定資産実査の統括に関すること。

四 資産管理責任者（規則で定める資産管理責任者を指す。以下同じ。）からの各種申

請・報告に関すること。

五 その他前各号に付帯する固定資産の管理業務に関すること。

（権利書等の保管）

第７条 土地，建物の登記済権利証等の保管は，財務・施設担当理事が行うものとする。

ただし，必要のある場合，関係部門にその写しを保管させることができる。

（権利の保全）

第８条 第三者に対抗するため登記又は登録の必要がある土地，建物等の固定資産につい
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ては，関係法令の定めるところにより，財務・施設担当理事が取得後速やかに登記又は

登録を行わなければならない。

２ 前項の登記又は登録の記載事項に変更が生じたときは，遅滞なく変更の手続きを行う

ものとする。

（善管注意義務）

第９条 固定資産を管理し，又は使用する役員及び職員（職員とは国立大学法人岡山大学

職員就業規則（平成１６年４月１日岡大規則第１０号）で定める職員を指し，以下「固

定資産の使用者」という。）は，善良なる管理者の注意をもってこれを管理し又は使用

しなければならない。

２ 固定資産の使用者は，管理又は使用する固定資産を亡失又は損傷した場合は，次の各

号に掲げる事項を明らかにして，資産管理責任者を経て財務・施設担当理事に報告しな

ければならない。

一 件名（名称）

二 亡失又は損傷の原因及び状況

三 発生の日時

四 発見した日時

五 亡失又は損傷の措置及び対策

六 その他参考となる事項

（取得の定義）

第１０条 この規程において固定資産の取得とは，購入，新設，増設，現物出資，交換，

寄付，並びに改良及び修繕による部分が修理の程度を超えて当該固定資産の価値，能力

を増加させる場合をいう。

（固定資産の取得計画）

第１１条 固定資産の取得については，中期計画及び毎事業年度計画に基づき実施するも

のとする。

（購入）

第１２条 固定資産を購入によって取得した場合には，購入代価に購入手数料，運送費，

荷役費，据付費，試運転費等の付随費用を加えて取得価額とする。

（新設及び増設）

第１３条 固定資産を新設及び増設によって取得した場合には，工事費，製造費に登録手

数料，設計監理料等の付随費用を加えて取得価額とする。

（現物出資）

第１４条 学長は，政府から現物出資を受けようとするときは，経営協議会の審議を経る

とともに役員会の議決を経て申請を行うこととする。

２ 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については，国立大学法人法（平成

１５年法律第１１２号）で定める価額を取得価額とする。

３ 学長は，政府から現物出資を受け入れたときは，速やかに前項の取得価額を含めた当

該固定資産の内容を所掌すべき資産管理責任者に通知するものとする。

（交換）

第１５条 固定資産は，次の各号のいずれかに該当するときは，交換することができる。

一 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。

二 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。

三 その他学長が必要と認めるとき。

２ 自己所有の固定資産との交換により固定資産を取得した場合には，交換に供された自

己資産の適正な簿価をもって取得価額とする。

３ 交換受けするものの価額が交換出しするものの価額より少額であるときはその差額を

相手方から受け取るものとする。
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４ 固定資産を交換する場合は，法人が交換受けすべき固定資産の引渡しを受け，又は法

人のために登記若しくは登録をし，並びに収受すべき差額を収受しなければ，交換出し

すべき固定資産を引渡，又は登記若しくは登録をし，並びに支払うべき差額を支払って

はならない。ただし，やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

（寄付）

第１６条 資産管理責任者は，固定資産の寄付を受けるときは，財務・施設担当理事の承

認を得なければならない。

２ 資産管理責任者は，次の各号のいずれかに該当するときは，前項の規定にかかわらず，

財務・施設担当理事の承認を得ることなく寄付を受けることができる。

一 国及び国の委任を受けた機関から交付される補助金及び助成金（以下「科学研究費

補助金等」という。）により購入した固定資産を寄付受けする場合

二 機械及び装置並びにその他の附属設備，工具・器具及び備品並びに美術品・収蔵品

を寄付受けする場合で，公正な評価額が５００万円未満の場合

３ 固定資産を寄付された場合には，時価等を基準として公正に評価した額をもって取得

価額とする。

（改良及び修繕）

第１７条 固定資産の改良及び修繕のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高

め，又はその耐久性を増すと認められる部分に対応する金額は，資本的支出として当該

固定資産の取得価額に算入する。

２ 固定資産の改良及び修繕のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理

のため，又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要した部分の金額は，

修繕費として処理する。

３ 前２項の規定の適用にあたっては，法人税法（昭和４０年法律第３４号）の定めに準

拠するものとする。

４ 前３項の規定にかかわらず，改良及び修繕にかかる支出が５０万円未満の場合は，修

繕費として処理する。

（取得の認識）

第１８条 固定資産の取得の時期は，当該固定資産が納入され検査が完了した日又は事実

上当該固定資産を取得した日とする。

（固定資産台帳への登録）

第１９条 土地，建物，建物附属設備，構築物，船舶及び水上運搬具（以下「不動産」と

いう。）並びに無形固定資産については財務・施設担当理事が，不動産，無形固定資産

以外の固定資産及びその他の物品については資産管理責任者が諸票類等により固定資産

台帳への登録を行わなければならない。

（貸付）

第２０条 固定資産は，法人の事務又は事業に支障がないと認められる場合には，貸付け

することができる。

２ 固定資産の貸付けについては，別に定める。

（固定資産の持出し）

第２１条 固定資産の使用者は，固定資産を法人の業務遂行のため大学外へ持ち出す場合

は，次の各号に掲げる事項を明らかにして資産管理責任者の承認を得なければならない。

一 持ち出し物件名

二 持ち出し場所

三 理由

四 期間

五 費用及び負担経費

（固定資産の移動）
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第２２条 固定資産の使用者は，固定資産の使用者，使用場所又は使用目的を変更（以下

「固定資産の移動」という。）しようとする場合は，資産管理責任者の承認を得なけれ

ばならない。

２ 資産管理責任者は，固定資産の移動が他の部局に及ぶ場合は，当該部局の資産管理責

任者と協議しなければならない。

３ 前項の移動が完了したときは，移動先の資産管理責任者は，財務・施設担当理事に速

やかに報告しなければならない。ただし，不動産及び無形固定資産以外については，報

告を省略することができるものとする。

（不動産監守等）

第２３条 資産管理責任者は，土地，建物，建物附属設備及び構築物について，不動産監

守者，不動産補助監守者，火気使用責任者及び鍵保管責任者（次項において「不動産監

守者等」という。）を置くものとする。

２ 前項の不動産監守者等の役職及び事務の範囲については，別に定める。

（不用の決定）

第２４条 固定資産の使用者は，管理又は使用する固定資産を使用する必要がなくなった

とき，又は使用することができなくなったときは，資産管理責任者へその旨報告するも

のとする。

２ 資産管理責任者は，前項の報告を受けたときは当該固定資産の状況及び他の部署又は

他の部局での使用の可否を調査し，使用することができないと判断されるときは，当該

固定資産につき不用の決定をすることができる。

３ 資産管理責任者は，不用決定しようとする固定資産が施行規則で定める重要な財産で

ある場合は，事前に財務・施設担当理事の承認を得なければならない。

（売却及び除却）

第２５条 不用の決定をした固定資産は，これを売却することができる。

２ 資産管理責任者は，売却しようとするときは，契約担当部署に対し売却のために必要

な措置の請求をしなければならない。

３ 資産管理責任者は，売却することが不利又は不適当である固定資産及び売却すること

ができない固定資産については，これを除却することができる。

４ 資産管理責任者は，固定資産を売却又は除却したときは，速やかに財務・施設担当理

事に報告しなければならない。ただし，不動産及び無形固定資産以外については，報告

を省略することができるものとする。

（固定資産の譲渡）

第２６条 資産管理責任者は，固定資産が法人の業務のため必要がなくなったとき，又は

やむを得ない事情があるときは，これを有償で譲渡することができる。

２ 資産管理責任者は，法人の事務及び事業に支障がなく，次の各号のいずれかに該当す

るときは，前項の規定にかかわらず，固定資産を無償で譲渡することができる。

一 科学研究費補助金等により購入し寄付受けした固定資産であって，その寄付者が補

助事業遂行期間中に他の研究機関に転出し，当該科学研究費補助金等の研究を継続す

る場合

二 その他学長が認めた場合

３ 資産管理責任者は，前項以外の固定資産を譲渡しようとするときは，譲渡の理由，固

定資産台帳記載事項，譲渡価額算定調書，相手方の住所及び氏名，契約書等案並びにそ

の他参考となる事項を明らかにして，学長の承認を得なければならない。

４ 固定資産を譲渡する場合における運搬費等の付随費用は，相手方の負担とする。

（重要財産の処分等）

第２７条 財務・施設担当理事は，施行規則で定める重要な財産を譲渡し，又は担保に供

しようとするときは，学長の承諾を得なければならない。
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２ 学長は，前項の承諾をしようとするときは，関係法令の定めるところによる所定の手

続きを行い，文部科学大臣の認可を受けなければならない。

（固定資産番号票）

第２８条 資産管理責任者は，有形固定資産について，資産一点ごとの整理番号を定め，

固定資産番号票を作成する。

２ 資産管理責任者は，前項により作成した固定資産番号票を当該有形固定資産に貼付す

るものとする。ただし，不動産等で固定資産番号票を貼付することができないもの，又

は貼付する必要がないものについては，貼付を省略できるものとする。

（建設仮勘定）

第２９条 固定資産の新設，増設又は改造のために支出した金額のうち，未完成の段階で

支出したすべての金額は建設仮勘定により整理する。

２ 前項の規定により整理した費用は，当該固定資産が使用開始の状態に至ったときに遅

滞なく該当科目に振替整理しなければならない。

（減価償却の方法）

第３０条 減価償却は，その固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始するものと

する。

２ 減価償却の計算方法は，定額法による。

３ 有形固定資産の残存価格は，備忘価額（１円）とし，無形固定資産の残存価額は０円

とする。

４ 規則の規定により事業年度ごとに減価償却を行う固定資産及びその基準となる耐用年

数は法人税法の定めるところによる。ただし，受託研究等のため取得した固定資産は，

使用予定期間を耐用年数とする。

５ 前項の規定にかかわらず，特定の研究開発目的のみに使用され，他の目的に使用でき

ないものは，取得時に費用処理する。

（固定資産の減損）

第３１条 財務・施設担当理事は，有形固定資産及び無形固定資産のうち、別に定めるも

のを除き、過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び法人の業務運営状況を明

らかにすることを目的として、所定の減損処理を行わなければならない。

２ 法人の固定資産にかかる減損処理については、関係法令に基づくもののほか、必要な

事項は別に定める。

（固定資産の実査）

第３２条 資産管理責任者は，有形固定資産について事業年度ごとに当該資産の実査を行

い，管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ，実査の結果を財務・施設担当

理事に報告しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，財務・施設担当理事が必要と認めたときは，随時実査を実

施する。

（差異の処理）

第３３条 固定資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは，資産管理責任者はその原因

を調査し財務・施設担当理事に報告をするものとする。

２ 財務・施設担当理事は，前項の報告に基づき，帳簿記録又は現品管理の処理を指示す

るものとする。

３ 財務・施設担当理事及び資産管理責任者は差異の原因について対策を講じ，再発の防

止につとめるものとする。

（規程の準用）

第３４条 ファイナンス・リース契約により借入れする資産についても，この規程を準用

する。

（リース資産台帳）
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第３５条 リース資産についても，資産管理責任者は証票類等により，リース資産台帳を

作成するものとする。

（雑則）

第３６条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し，必要な事項は，別に定

める。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１８年９月１２日から施行し，改正後の第３１条の規定は，平成１８

年４月１日から適用する。

附 則

この規程は，平成２０年４月１日から施行し，改正後の第３１条第１項の規定は，平成

２０年１月２８日から適用する。


